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１．はじめに 

 

東芝ライフスタイル株式会社ではＣＳＲ（企業の社会的責任）活動を進めており、この重要な柱の

一つとして環境経営を推進しています。東芝ライフスタイル株式会社の環境基本方針を定め、すべ

ての事業プロセス・すべての製品において、“豊かな価値の創造”と“地球との共生”を一体とした環

境配慮に取り組みます。 

 

私たちが取り組むべき課題は多種多様ですが、製品を「つくる」段階から、お客様が「つかう」段階、

そして役割を果たした後に再び資源として「いかす かえす」段階まで、様々な環境影響を製品のラ

イフサイクル全体で総合的に評価する必要があります。東芝ライフスタイル株式会社では「つくる」段

階での取り組みのひとつとして、グリーン調達を推進しています。 

 

グリーン調達とは、積極的に環境保全を推進している調達取引先様から、環境負荷の小さい製

品・部品・材料等を調達することです。有害化学物質等の環境負荷・リスクの低減を考慮した事業活

動を進めるためには、サプライチェーン全体にわたる活動が不可欠であり、ビジネスパートナーであ

る調達取引先様のご協力が欠かせません。 

 

調達取引先の皆様には、持続可能な社会構築に向けて、グリーン調達へのご理解とご協力を賜り

ますよう、よろしくお願いいたします。 

 

東芝ライフスタイル株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．東芝ライフスタイル株式会社環境基本方針 

東芝ライフスタイル株式会社は、「人々に素敵なくらしを」を企業理念に、世界中の人々に、より安

心で快適なライフスタイルをお届けする製品の開発設計・生産・販売を担う会社として、革新的な技

術で人々に素敵なくらしを創造し続け、地域特性に合わせた環境調和型製品・サービスをお届けし

ます。また、「"かけがえのない地球環境"を、健全な状態で次世代に引き継いでいくことは、現存す

る人間の基本的責務」との認識に立って、豊かな価値の創造と地球との共生を図り、脱炭素社会、

循環型社会、自然共生社会を目指した環境活動によって、未来に向けた持続可能な社会の実現に

貢献します。 

 

◆環境経営の推進  

１．環境への取り組みを、経営の最重要課題の一つとして位置づけ、経済と調和させた環境活動をグル

ープ一体となって推進します。  

２．環境に関する法令､当社が同意した業界などの指針および自主基準などを遵守します｡ 

３．事業活動、製品・サービスに関わる環境側面について、生物多様性を含む環境への影響を評価し、 

環境負荷の低減、汚染の防止などに関する 環境目的および目標を設定して、環境活動を推進しま

す。 

４．監査の実施や活動のレビューにより、環境経営の継続的な改善、環境経営レベルの向上を図ります。 

５．環境教育や環境活動への積極的な参画を通して、経営者、従業員の環境意識を高め、環境活 

動に全員で取り組みます。 

 

◆環境調和型製品・サービスの提供と事業活動での環境負荷低減 

１.地球資源の有限性を認識し、製品、事業プロセスの両面から有効な利用、活用を促進し、積極 

的な環境施策を展開します。 

２.ライフサイクルを通して環境に配慮した製品・サービスを提供するため、製品の特性に応じて 

省エネや省資源・リサイクル材活用・特定化学物質の削減などの環境配慮設計に積極的に取り 

組みます 。  

３.気候変動への対応、資源の有効活用、化学物質の管理など、設計、調達、製造、流通、販売、 

  廃棄などすべての事業プロセスで環境負荷低減に取り組みます。 

 

◆ステークホルダーとの連携  

１．優れた環境技術や製品の開発と提供、および地域・社会との協調連帯により、環境経営を通じて、社

会に貢献します。  

２．ステークホルダーとの相互理解の促進のために、積極的な情報開示を行います。 

 

 



３．本ガイドラインの趣旨 

東芝ライフスタイル株式会社では、東芝ライフスタイル株式会社環境基本方針を定め、すべての

事業プロセス・すべての製品において、“豊かな価値の創造”と“地球との共生”を一体とした環境配

慮に取り組んでいます。その一つの取り組みとして、ライフサイクルを通して環境負荷の低減に寄与

する環境調和型製品・サービスの提供を推進しています。このためには、グリーン調達が欠かせませ

ん。 

本ガイドラインは、グリーン調達に関する東芝ライフスタイル株式会社の基本的な考え方であるグリ

ーン調達基準を示し、合わせて、納入して頂く部品、材料、ユニット、製品、副資材等（以下、納入

品）について、調達取引先様にお願いする具体的内容について示しています。 

東芝ライフスタイル株式会社は、本ガイドラインに記載したグリーン調達基準に基づく調達活動を通

して、調達取引先様とともに地球環境保全活動に取り組んでまいります。 

 

４．東芝ライフスタイル株式会社のグリーン調達基準 

東芝ライフスタイル株式会社では、グリーン調達とは、積極的に環境保全を推進している調達取

引先様から、環境負荷の小さい製品・部品・材料等を調達することと考えています。そのために、以

下のような東芝ライフスタイル株式会社共有のグリーン調達基準を定め、東芝ライフスタイル株式会

社のグリーン調達を推進しています。 

 

４．１．環境管理システム(ＥＭＳ)の構築 

 東芝ライフスタイル株式会社では、環境経営の推進の取り組みの一環として、環境管理システム

を構築し運用しています。また、調達にあたっては、ＥＭＳ等の構築をはじめとする環境活動への積

極的な取り組みを実施されている調達取引先様を優先します。 

 

４．２．調達品の含有化学物質の管理 

 調達品の含有化学物質の管理は、CＭＰ（＊i）における合意事項を重視し、CＭＰが発行する「製

品含有化学物質管理ガイドライン」に即した管理を実施します。 

＊i：CＭＰ(Chemical and circular Management Platform)は、グローバルで求められる製品含有化学

物質情報や資源循環情報等をサプライチェーン全体でつなぐ、日本発のプラットフォームサービス

です。2025 年 10 月 30 日に JAMP から名称を変えました。活動の詳細は次の URL をご参照くださ

い。 

CMP URL： https://cmp-consortium.com/consortium/about  

 

 

 

 

https://cmp-consortium.com/consortium/about


４．３．東芝ライフスタイル株式会社環境関連物質リスト 

東芝ライフスタイル株式会社では、「東芝ライフスタイル株式会社環境関連物質リスト」を定め、以

下の通り、「ランクＡ：禁止物質（群）」と「ランクＢ：管理物質(群)」の２つのカテゴリーに分けて、調達品

の含有化学物質を管理します。 

区分 判断基準 該当物質（群） 

ランクＡ（禁止物質（群）） 東芝ライフスタイル株式会社において、

調達品（包装材含む）への含有を禁止す

る物質(群）。国内外の法規制で製品（包

装材含む）への使用が禁止または制限さ

れている物質（群） 

別表１ 

ランクＢ（管理物質（群）） 使用実態を把握し、削減・代替化等の環

境負荷低減に努める物質（群）、または

クローズドシステムで回収・無害化を図

り環境への影響を抑制する物質（群） 

別表２ 

なお、上記リストに掲載されていない物質でも、条約・法令等で、個別に対象地域や製品な

どに対して規制されている場合はそれらを遵守願います。 

 

５．調達取引先様へのお願い事項 
東芝ライフスタイル株式会社では、グリーン調達を推進するために、ビジネスパートナーである調

達取引先様に「調達取引先様での環境保全の推進」、「環境負荷の小さい製品・部品・材料等のご

供給」、「調達品の環境品質確保のための契約の締結」ならびに「各種調査へのご協力」をお願いし

ています。調達取引先様には、これらのお願い事項や調査の趣旨をご理解いただき、ご協力賜りま

すよう、宜しくお願いします。 

 

５．１ 調達取引先様での環境保全の推進 

調達取引先様に積極的な環境保全への取り組み（環境方針策定・システム整備・教育実施・生物

多様性への配慮等）をお願いします。 

また、調達品等を輸送する際に、低燃費・低公害車による納入や納入品に応じた適切な自動車を使

用するなど、調達に伴い発生する環境負荷についても、可能な限り低減を図るようお願いします。 

 

５．２ 環境負荷の小さい製品・部品・材料等のご供給 

調達取引先様の納入品については、製品含有化学物質の管理として、以下の徹底をお願いしま

す。 

（１）製品含有化学物質管理体制の構築 

（２）有害化学物質の削減等、環境負荷の小さい部品･材料等の調達（グリーン調達）の実施 

（３）環境関連物質使用状況調査へのご回答 

 

 

 



５．３ 調達品の環境品質確保のための契約の締結 

調達品の環境品質確保のため、調達取引の際に「品質保証協定書」の締結をお願いしています。

また、必要に応じて「特定有害物質の使用制限に関する合意書」等の提出をお願いする場合があり

ます。 

５．４ 各種調査へのご協力 

５．４．１ 調達取引先様の環境保全活動の調査 

環境保全活動に積極的に取り組んでいる調達取引先様とのパートナーシップを強化するため、調

達取引先様の環境保全に対する活動状況を調査します。お願いする調査は、主に以下の項目で

す。 

＜調査項目＞ 

（１）ＩＳＯ１４００１外部認証取得状況 

（２）グリーン調達活動実施状況 

（３）環境保全活動状況 

・環境方針について 

・組織・計画について 

・事業の環境側面・システムについて 

・情報公開・教育について 

（４）その他 

 

５．４．２ 調達取引先様の化学物質管理体制に関する調査 

製品含有化学物質の管理体制を構築・維持いただくため、調達取引先様の化学物質管理体制を

調査します。 

 

５．４．３ 調達品の含有化学物質（群）に関する調査 

新規調達品の設定および既存調達品の代替要否等の判断にあたり、化学物質（群）の含有状況

を調査します。お願いする調査は、主に以下の項目です。 

 

＜調査項目＞ 

  （１）「環境関連物質使用／不使用宣言書」による禁止物質の不含有確認 

  （２）分析評価結果の調査 

  （３）その他、上記お願い事項の確実化のために必要な調査 

また、納入品の種類や必要性に応じて、個別にお願いする調査内容は主に以下の項目です。 

  （４）欧州ＲＥＡＣＨ規則(化学物質規則の一つ)の認可対象候補となる高懸念物質(ＳＶＨＣ：＊ⅱ)

の含有有無および含有量調査  

＊ⅱ：高懸念物質(ＳＶＨＣ: Substance of very high concern)とは、欧州ＲＥＡＣＨ規則第５７条の基準

に該当し、かつ第５９条の手続きにより、認可対象候補物質として選定された物質です。 



添付資料 東芝ライフスタイル株式会社環境関連物質リスト 

別表１ ランクＡ：禁止物質（群） 

番号 物質（群）名 
TLSCへの納入品において

禁止する含有濃度の閾値 

参照法令及び規則 

Ａ０１ アスベスト類 意図的添加の禁止 EU REACH規則 付属書 XⅦ 

労働安全衛生法(製造禁止) 

Ａ０２ 一部のアゾ染料・アゾ顔料（特定

アミンを形成するものに限る） 

意図的添加の禁止（＊６） EU REACH規則 付属書 XⅦ 

 

Ａ０３ カドミウム及びその化合物 意図的添加の禁止かつ 

100 ppm（＊１、＊４） 

EU RoHS指令 

EU REACH規則 付属書 XⅦ 

EU 包装材指令 

Ａ０４ 六価クロム化合物 意図的添加の禁止かつ 

1000 ppm（＊１） 

EU RoHS指令 

EU REACH規則 付属書 XⅦ 

EU 包装材指令 

Ａ０５ 鉛及びその化合物 意図的添加の禁止かつ 

1000 ppm（＊１、＊４） 

EU RoHS指令 

EU REACH規則 付属書 XⅦ 

EU 包装材指令 

Ａ０６ 水銀及びその化合物 意図的添加の禁止かつ 

1000 ppm（＊１、＊４） 

EU RoHS指令 

EU REACH規則 付属書 XⅦ 

EU 包装材指令 

Ａ０７ オゾン層破壊物質（例：ＣＦＣ類、

ＨＣＦＣ類、ＨＢＦＣ類、四塩化

炭素等） 

意図的添加の禁止（＊７） モントリオール議定書 

オゾン層保護法 

Ａ０８ ポリ臭化ビフェニル類（略称：Ｐ

ＢＢ類） 

意図的添加の禁止かつ 

1000 ppm（＊１） 

EU RoHS指令 

EU REACH規則 付属書 XⅦ 

Ａ０９ ポリ臭化ジフェニルエーテル類

（略称：ＰＢＤＥ類） 

意図的添加の禁止かつ 

1000 ppm（＊１） 

EU RoHS指令 

化審法 第一種特定化学物質 

EU REACH規則 付属書 XⅦ 

米国 TSCA PBT規則 

Ａ１０ ポリ塩化ビフェニル類（略称：Ｐ

ＣＢ類） 

意図的添加の禁止 化審法 第一種特定化学物質 

POPs条約 

Ａ１１ ポリ塩化ナフタレン（塩素数が３

以上のものに限る） 

意図的添加の禁止 化審法 第一種特定化学物質 

POPs条約 

Ａ１２ 放射性物質 意図的添加の禁止 放射性同位元素等規制 

原子炉規制法 



番号 物質（群）名 
TLSCへの納入品において

禁止する含有濃度の閾値 

参照法令及び規則 

Ａ１３ 一部（炭素鎖長１０～１３）の短

鎖型塩化パラフィン 

意図的添加の禁止 化審法 第一種特定化学物質 

POPs条約 

Ａ１４ トリブチルスズ（略称：ＴＢＴ）、

トリフェニルスズ（略称：ＴＰＴ） 

意図的添加の禁止 EU REACH規則 付属書 XⅦ 

Ａ１５ ビス（トリブチルスズ）＝オキシ

ド（略称：ＴＢＴＯ） 

意図的添加の禁止 化審法 第一種特定化学物質 

EU REACH規則 付属書 XⅦ 

Ａ１６ ４－アミノジフェニル及びその塩 意図的添加の禁止 化審法 第一種特定化学物質 

Ａ１７ １，２，３，４，１０，１０－ヘ

キサクロロ－１，４，４ａ，５，

８，８ａ－ヘキサヒドロ－エキソ

－１，４－エンド－５，８－ジメ

タノナフタレン（別名：アルドリ

ン） 

意図的添加の禁止 化審法 第一種特定化学物質 

POPs条約 

Ａ１８ １，２，３，４，１０，１０－ヘ

キサクロロ－６，７－エポキシ－

１，４，４ａ，５，６，７，８，

８ａ－オクタヒドロ－エンド－

１，４－エンド－５，８－ジメタ

ノナフタレン （別名：エンドリ

ン） 

意図的添加の禁止 化審法 第一種特定化学物質 

POPs条約 

Ａ１９ 黄りん（例：マッチの火薬に含有

している場合がある） 

意図的添加の禁止 化審法 第一種特定化学物質 

 

Ａ２０ １，２，４，５，６，７，８，８

－オクタクロロ－２，３，３ａ，

４，７，７ａ－ヘキサヒドロ－４，

７－メタノ－１Ｈ－インデン、１，

４，５，６，７，８，８－ヘプタ

クロロ－３ａ，４，７，７ａ－テ

トラヒドロ－４，７－メタノ－１

Ｈ－インデン及びこれらの類縁化

合物の混合物（別名：クロルデン

又はヘプタクロル） 

意図的添加の禁止 化審法 第一種特定化学物質 

POPs条約 



番号 物質（群）名 
TLSCへの納入品において

禁止する含有濃度の閾値 

参照法令及び規則 

Ａ２１ Ｎ，Ｎ’－ジトリル－パラ－フェ

ニレンジアミン、Ｎ－トリル－

Ｎ’－キシリル－パラ－フェニレ

ンジアミン又はＮ，Ｎ’－ジキシ

リル－パラ－フェニレンジアミン 

意図的添加の禁止 化審法 第一種特定化学物質 

 

Ａ２２ ダイオキシン類 意図的添加の禁止 ダイオキシン類対策特別措

置法 

Ａ２３ １，１，１－トリクロロ－２，２

－ビス（４－クロロフェニル）エ

タン（別名：ＤＤＴ） 

意図的添加の禁止 化審法 第一種特定化学物質 

POPs条約 

Ａ２４ １，２，３，４，１０，１０－ヘ

キサクロロ－６，７－エポキシ－

１，４，４ａ，５，６，７，８，

８ａ－オクタヒドロ－エキソ－

１，４－エンド－５，８－ジメタ

ノナフタレン（別名：ディルドリ

ン） 

意図的添加の禁止 化審法 第一種特定化学物質 

POPs条約 

Ａ２５ ポリクロロ－２，２－ジメチル－

３－メチリデンビシクロ［２．２．

１］ヘプタン（別名：トキサフェ

ン） 

意図的添加の禁止 化審法 第一種特定化学物質 

POPs条約 

Ａ２６ ２，４，６－トリ－ターシャリ－

ブチルフェノール 

意図的添加の禁止 化審法 第一種特定化学物質 

米国 TSCA PBT規則 

Ａ２７ β－ナフチルアミン及びその塩 意図的添加の禁止 EU REACH規則 付属書 XⅦ 

Ａ２８ ４－ニトロジフェニル及びその塩 意図的添加の禁止 EU REACH規則 付属書 XⅦ 

Ａ２９ ビス（クロロメチル）エーテル 意図的添加の禁止 安衛法 

Ａ３０ ヘキサクロロベンゼン 意図的添加の禁止 化審法 第一種特定化学物質 

POPs条約 

Ａ３１ ベンジジン及びその塩 意図的添加の禁止 EU REACH規則 付属書 XⅦ 

Ａ３２ ベンゼン 意図的添加の禁止 EU REACH規則 付属書 XⅦ 



番号 物質（群）名 
TLSCへの納入品において

禁止する含有濃度の閾値 

参照法令及び規則 

Ａ３３ ２－（２Ｈ－１，２，３－ベンゾ

トリアゾール－２－イル）－４，

６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェノ

ール 

意図的添加の禁止 化審法 第一種特定化学物質 

Ａ３４ ドデカクロロペンタシクロ［５．

３．０．０（２，６）．０（３，９）．

０（４，８）］デカン（別名：マイ

レックス） 

意図的添加の禁止 化審法 第一種特定化学物質 

POPs条約 

Ａ３５ ２，２，２－トリクロロ－１，１

－ビス（４－クロロフェニル）エ

タノール（別名：ケルセン又はジ

コホル）  

意図的添加の禁止 化審法 第一種特定化学物質 

POPs条約 

Ａ３６ ヘキサクロロブタ－１，３－ジエ

ン(別名：六塩化ブタジエン） 

意図的添加の禁止 化審法 第一種特定化学物質 

米国 TSCA PBT規則 

Ａ３７ ペルフルオロ（オクタン－１－ス

ルホン酸）（別名：ＰＦＯＳ）又は

その塩 

意図的添加の禁止 化審法 第一種特定化学物質 

POPs条約 

Ａ３８ ペルフルオロ（オクタン－１－ス

ルホニル）＝フルオリド（別名：

ＰＦＯＳＦ） 

意図的添加の禁止 化審法 第一種特定化学物質 

POPs条約 

Ａ３９ ポリ塩化ターフェニル（略称：Ｐ

ＣＴ類） 

意図的添加の禁止 EU REACH規則 付属書 XⅦ 

Ａ４０ 三置換有機スズ化合物（Ａ１４，

Ａ１５を除く） 

意図的添加の禁止かつ 

1000 ppm（＊２） 

EU REACH規則 付属書 XⅦ 

Ａ４１ フマル酸ジメチル（略称：ＤＭＦ） 意図的添加の禁止 EU REACH規則 付属書 XⅦ 

Ａ４２ ペンタクロロベンゼン 意図的添加の禁止 化審法 第一種特定化学物質 

POPs条約 

Ａ４３ ｒ－１，ｃ－２，ｔ－３，ｃ－４，

ｔ－５，ｔ－６－ヘキサクロロシ

クロヘキサン（別名：α－ヘキサ

クロロシクロヘキサン） 

意図的添加の禁止 化審法 第一種特定化学物質 

POPs条約 



番号 物質（群）名 
TLSCへの納入品において

禁止する含有濃度の閾値 

参照法令及び規則 

Ａ４４ ｒ－１，ｔ－２，ｃ－３，ｔ－４，

ｃ－５，ｔ－６－ヘキサクロロシ

クロヘキサン（別名：β－ヘキサ

クロロシクロヘキサン） 

意図的添加の禁止 化審法 第一種特定化学物質 

POPs条約 

Ａ４５ ｒ－１，ｃ－２，ｔ－３，ｃ－４，

ｃ－５，ｔ－６－ヘキサクロロシ

クロヘキサン（別名：γ－ヘキサ

クロロシクロヘキサン又はリンデ

ン） 

意図的添加の禁止 化審法 第一種特定化学物質 

POPs条約 

Ａ４６ デカクロロペンタシクロ［５．３．

０．０２，６．０３，９．０４，８］デカ

ン－５－オン（別名：クロルデコ

ン） 

意図的添加の禁止 化審法 第一種特定化学物質 

POPs条約 

Ａ４７ ジオクチルスズ化合物（略称：Ｄ

ＯＴ） 

意図的添加の禁止かつ 

1000 ppm（＊２、＊３） 

EU REACH規則 付属書 XⅦ 

Ａ４８ ジブチルスズ化合物（略称：ＤＢ

Ｔ） 

意図的添加の禁止かつ 

1000 ppm（＊２、＊３） 

EU REACH規則 付属書 XⅦ 

Ａ４９ ６，７，８，９，１０，１０－ヘ

キサクロロ－１，５，５ａ，６，

９，９ａ－ヘキサヒドロ－６，９

－メタノ－２，４，３－ベンゾジ

オキサチエピン＝３－オキシド

（別名：エンドスルファン又はベ

ンゾエピン） 

意図的添加の禁止 化審法 第一種特定化学物質 

POPs条約 

Ａ５０ ヘキサブロモシクロドデカン 

（略称：ＨＢＣＤ） 

意図的添加の禁止 化審法 第一種特定化学物質 

POPs条約 

Ａ５１ 一部の多環芳香族炭化水素類（Ｐ

ＡＨ） 

人体に触れる部分かつ 1 

ppm（＊３、＊５） 

EU REACH規則 付属書 XⅦ 

Ａ５２ フタル酸ビス(２-エチルヘキシ

ル)（略称：ＤＥＨＰ） 

意図的添加の禁止 

かつ 1000 ppm （＊１） 

EU RoHS指令 

EU REACH規則 付属書 XⅦ 

Ａ５３ フタル酸ジブチル（略称：ＤＢＰ） 意図的添加の禁止 

かつ 1000 ppm （＊１） 

EU RoHS指令 

EU REACH規則 付属書 XⅦ 

Ａ５４ フタル酸ブチルベンジル（略称：

ＢＢＰ） 

意図的添加の禁止 

かつ 1000 ppm （＊１） 

EU RoHS指令 

EU REACH規則 付属書 XⅦ 



番号 物質（群）名 
TLSCへの納入品において

禁止する含有濃度の閾値 

参照法令及び規則 

Ａ５５ フタル酸ジイソブチル（略称：Ｄ

ＩＢＰ） 

意図的添加の禁止 

かつ 1000 ppm （＊１） 

EU RoHS指令 

EU REACH規則 付属書 XⅦ 

Ａ５６ 赤りん（樹脂中の難燃剤用途） 意図的添加の禁止（＊８） TLSC指定 

Ａ５７ ペルフルオロオクタン酸（略称：

ＰＦＯＡ）とその塩、および関連

物質 

 

 

 

意図的添加の禁止かつ 

・PFOA(塩を含む)の場合、

25 ppb(0.025 ppm) 

・PFOA関連物質またはそ

れらの組み合わせの場

合、成形品や混合物中

で 1000 ppb 

化審法 第一種特定化学物質 

POPs条約 

Ａ５８ ペンタクロロチオフェノール(Ｐ

ＣＴＰ) 

意図的添加の禁止 米国 TSCA PBT規則 

 

Ａ５９ 炭素数９から１４のペルフルオロ

カルボン酸(Ｃ９－Ｃ１４ＰＦＣ

Ａ）とその塩およびＣ９－Ｃ１４

ＰＦＣＡ関連物質 

意図的添加の禁止かつ 

・Ｃ9-Ｃ14ＰＦＣＡ(塩

を含む)の場合 

25 ppb(0.025 ppm) 

・Ｃ9-Ｃ14ＰＦＣＡ関連

物質の場合、それらの

合計で成形品や混合物

中で 260 ppb 

(0.26 ppm) 

EU REACH規則 付属書 XⅦ 

Ａ６０ ペルフルオロヘキサンスルホン酸

（略称： PFHxS ） とその塩、及び

PFHxS関連物質 

意図的添加の禁止 

 

化審法 第一種特定化学物質 

POPs条約 

Ａ６１ リン酸トリス（イソプロピルフェ

ニル）（略称：ＰＩＰ（３：１）） 

意図的添加の禁止 米国 TSCA PBT規則 

 

Ａ６２ １，２，３，４，７，８，９， 

１０，１３，１３，１４，１４－

ドデカクロロ－１，４，４ａ，５，

６，６ａ，７，１０，１０ａ， 

１１，１２，１２ａ－ドデカヒド

ロ－１，４：７，１０－ジメタノ

ジベンゾ［ａ，ｅ］［８］アンヌレ

ン（別名：デクロランプラス） 

意図的添加の禁止 化審法 第一種特定化学物質 

POPs条約 



番号 物質（群）名 
TLSCへの納入品において

禁止する含有濃度の閾値 

参照法令及び規則 

Ａ６３ ２－（２Ｈ－１，２，３－ベンゾ

トリアゾール－２－イル）－４，

６－ジ－ターシャリ－ペンチルフ

ェノール（別名：ＵＶ－３２８） 

意図的添加の禁止 化審法 第一種特定化学物質 

POPs条約 

Ａ６４ 長鎖ペルフルオロアルカン酸（略

称： LC-PFCA）とその塩、及び

LC-PFCA関連物質 

意図的添加の禁止 

 

化審法 第一種特定化学物質 

POPs条約 

Ａ６５ 中鎖塩素化パラフィン（略称：MCC

Ｐ） 

意図的添加の禁止 化審法 第一種特定化学物質 

POPs条約 

「意図的添加」とは、特定の特性、外観、または品質をもたらすために納入品の形成時に化学物質を

故意に使用することです。 

（＊１） 禁止する含有濃度の閾値は、意図的添加がなく、かつ不純物としての各物質の含有率という意味です。算出

する場合の分母は各均質材料とします。ただし、欧州ＲｏＨＳ指令の適用除外が認められている使用可能用

途に限り、含有禁止の除外とします。ただし電池に関しては、欧州ＲｏＨＳ指令の対象とはならず、欧州電池

指令が優先されるため、（＊４）の記載がある物質については、下記（＊４）の含有率を優先します。 

（＊２） 禁止する含有濃度の閾値は、意図的添加がなく、かつ不純物としての各物質の含有率という意味です。算出

する場合の分子は金属スズ（Ｓｎ）としての換算値、分母は各成型品あるいはその部品単位（ＤＢＴのみ混合

物も含む）とします。 

（＊３） 欧州ＲＥＡＣＨ規則付属書 XVII 記載の用途と物質群を対象とします。ただし、適用除外と期限が定められて

いる使用可能用途に限り、含有禁止の除外とします。 

（＊４） 電池に使用される場合は、販売が禁止される場合や表示の必要性などを仕向け地の最新の法令で確認して

対応願います。 

（＊５） 「人体に触れる部分」の適応範囲は通常または理に適って予見可能な使用条件の下で、ヒトの皮膚または口

腔内に直接ならびに長時間または短時間で繰り返し接触するそのゴムまたはプラスチックの構成部品である。

納入時の環境関連物質使用／不使用宣言書において、閾値を超えて含有する場合には、その部品での使

用部位もしくは用途を記載してください。 

（＊６） Ａ02 のアゾ染料、アゾ顔料は別表３に示す特定アミンを形成するものに限ります。 

（＊７） Ａ07 のオゾン層破壊物質は別表４に示す物質に限ります。 

（＊８） 赤リン含有難燃剤に関しては、それらの物質を含有した部品･材料を使用した最終製品で、代替化の計画が

明確にあり、安全性のデータがある場合には、この限りではありません。 

 

別表２ ランクＢ：管理物質（群） 

番号 物質（群）名 

Ｂ０１ アンチモン及びその化合物 

Ｂ０２ ヒ素及びその化合物 

Ｂ０３ ベリリウム及びその化合物 

Ｂ０４ 臭素系難燃剤（ＰＢＢ類（Ａ０８）及びＰＢＤＥ類（Ａ０９）を除く）（＊９） 

Ｂ０５ ニッケル及びその化合物（人体に触れる部分のみ） 

Ｂ０６ フタル酸エステル類（ＤＥＨＰ（Ａ５２）、ＤＢＰ（Ａ５３）、ＢＢＰ（Ａ５４）、Ｄ

ＩＢＰ（Ａ５５）のフタル酸エステル類を除く）（＊９） 

Ｂ０７ ポリ塩化ビニル及びその化合物（略称：ＰＶＣ）（＊９） 



番号 物質（群）名 

Ｂ０８ セレン及びその化合物 

Ｂ０９ パーフルオロカーボン（略称：ＰＦＣ類） 

Ｂ１０ ハイドロフルオロカーボン（略称：ＨＦＣ類） 

Ｂ１１ 六フッ化硫黄 

Ｂ１２ 欧州ＲＥＡＣＨ規則のＳＶＨＣ（認可対象候補物質）（＊１０） 

（＊９） これらの物質に関しては、1000 ppm を超える場合には、管理物質として使用実態を把握しますので、報告願 

います。 

（＊１０） 欧州ＲＥＡＣＨ規則第５９条の手続きにより、選定された認可対象候補物質。分母は納入品の総質量あるい

は部品･材料ごととします。 

 

別表３ 特定アミン（１以上のアゾ基の分解により生成するもの） 

物質名 化学式 CAS No. 

4-アミノアゾベンゼン C12H11N3 60-09-3 

ο－アニシジン C7H9NO 90-04-0 

2-ナフチルアミン（β－ナフチルアミン） C10H9N 91-59-8 

3,3’-ジクロロベンジジン C12H10Cl2N2 91-94-1 

4-アミノジフェニル C12H11N 92-67-1 

ベンジジン C12H12N2 92-87-5 

ο－トルイジン C7H9N 95-53-4 

4-クロロ-2-メチルアニリン C7H8ClN 95-69-2 

2,4-トルエンジアミン C7H10N2 95-80-7 

ο-アミノアゾトルエン C14H15N3 97-56-3 

5-ニトロ-ο-トルイジン C7H8N2O2 99-55-8 

3,3’-ジクロロ-4,4 ’-ジアミノジフェニルメタン C13H12Cl2N2 101-14-4 

4,4’-メチレンジアニリン C13H14N2 101-77-9 

4,4’-ジアミノジフェニルエーテル C12H12N2O 101-80-4 

ｐ-クロロアニリン C6H6ClN 106-47-8 

3,3’-ジメトキシベンジジン C14H16N2O2 119-90-4 

3,3’-ジメチルベンジジン C14H16N2 119-93-7 

2-メトキシ-5-メチルアニリン C8H11NO 120-71-8 

2,4,5-トリメチルアニリン C9H13N 137-17-7 

4,4’-ジアミノジフェニルスルフィド C12H12N2S 139-65-1 

2,4-ジアミノアニソール C7H10N2O 615-05-4 

4,4 –ジアミノ-3,3’ジメチルジフェニルメタン C15H18N2 838-88-0 

 
 
 



別表４ オゾン層破壊物質 

ＣＦＣ            (モントリオール議定書 附属書Ａ グループⅠ) 

ハロン            (モントリオール議定書 附属書Ａ グループⅡ) 

その他のＣＦＣ        (モントリオール議定書 附属書Ｂ グループⅠ) 

四塩化炭素          (モントリオール議定書 附属書Ｂ グループⅡ) 

１,１,１－トリクロロエタン  (モントリオール議定書 附属書Ｂ グループⅢ) 

ＨＣＦＣ       (モントリオール議定書 附属書Ｃ グループⅠ) 

ＨＢＦＣ           (モントリオール議定書 附属書Ｃ グループⅡ) 

ブロモクロロメタン      (モントリオール議定書 附属書Ｃ グループⅢ) 

臭化メチル          (モントリオール議定書 附属書Ｅ) 

 

包装材に関する要求 ： 東芝ライフスタイル株式会社に納入する製品を出荷する際に使用する包

装材、及び調達取引先様より納入される部品、材料、ユニット、製品の包装材（集合包装を含め納入

されるすべての包装材）につき、別表１に示した物質に加えて、別表５に示す物質の含有のないこと。

最大許容濃度が定められているものは、それを超える含有を禁止します。最大許容濃度が定められ

ていないものは、意図した含有の禁止とします。 

 

別表５ 包装材への含有を禁止する物質 

別表１,２  

参照No.  
物質名  規制対象  最大許容濃度(*a)(*b) 

Ａ０３－０６  鉛、カドミウム、水銀、  

六価クロム及びその化

合物  

包装材に含まれる鉛、カ

ドミウム、水銀、六価ク

ロムとその化合物の総

量が最大許容濃度を超

える含有  

0.01wt% (100ppm)  

Ｂ０７ ポリ塩化ビニル（PVC）  包装材に含まれるポリ

塩化ビニル（PVC）  

-  

(意図した含有禁止)  

(*a) 最大許容濃度は「均質材料(homogenous material)」を単位とする。 

(*b) 金属化合物の最大許容濃度は、材料に対する金属元素の質量比率を表す。 

 

 

 

 

 

 

 

 



改訂記録表 

 

制定：2011年 9月 1日 

 

版数 制改訂年月日 改訂理由及び内容 

1 2011.9.1 新規発行 

2  2015.4.1 環境関連物質リストの見直し 

3 2017.1.1 組織変更に伴う見直し 

4 2023.5.26 環境基本方針更新および環境関連

物質リストの見直し 

4.1 2024.9.10 環境関連物質リストの見直し 

4.2 2025.4.1 環境関連物質リストの見直し 

4.3 2026.1.26 組織名変更と環境関連物質リスト

の見直し 

4.4 2026.6.22 組織統合と環境関連物質リストの

見直し 
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